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●行動計画 

１ 計画期間 平成２０年４月１日～平成２４年８月３１日 

２ 行動計画の内容 

  ①計画期間内に女性社員の育児休業の取得状況を８０％以上、男性１人以上とす

る。 

  ②配偶者出産休暇を３日間（特別有給休暇）として設ける。 

  ③２００９年所定外労働時間を２００８年比５％減とする。 

  ④有給休暇取得率を５０％以上とする。 

●行動計画取組結果 

① 社内報や管理者研修等により、育児休業制度について周知・啓発し、育児休業取

得者への奨励金制度を設けた結果、計画期間内の女性の育児休業取得率は １０

０％、男性の育児休業取得者は６人となった。 

② 子どもが生まれる際の父親の休暇取得促進のため、配偶者出産休暇として３日

間の特別有給休暇を会社が承認し、取得を促進した。 

③ 所定外労働削減のため、毎週水曜日を定時退社デーとし、時間外労働時間の把握

を行い、２００９年の所定外労働時間を２００８年比３５％削減した。 

④ 有給休暇の取得促進のため、バースデイ休暇等の取得について、毎月社内メール

で送信した結果、２０１１年度の有給休暇取得率が６２．３％となった。 

所在地：仙台市青葉区 

事業内容：卸売業・小売業 

労働者数：４２０人 


